
「フクオカビジネスマッチングサイト」利用規約 

 

第１章 総 則 

  （利用規約） 

第１条 この利用規約は、公益財団法人福岡県中小企業振興センター（以下「センター」とい

う。）が提供するフクオカビジネスマッチングサイト（以下、「ＦＢＭＳ」という。）を、

第５条に定める者（以下「登録利用者」という。）及び第１２条に定める者（以下、「一般

利用者」という。）が利用するすべてについて適用する。 

  （本規約の範囲） 

第２条 センターが登録利用者及び一般利用者に対して発する第４条に定める通知は、この利用

規約の一部を構成するものとする。 

２．この利用規約本文の定めと第４条に定める通知が異なる場合は、第４条に定める通知が優先

して適用されるものとする。 

  （本規約の変更） 

第３条 センターは、登録利用者及び一般利用者の了承を得ることなく、この利用規約を変更す

ることがある。この場合、ＦＢＭＳの利用条件は変更後の利用規約によるものとする。 

２．変更後の利用規約については、センターが別途定める場合を除いて、インターネット上に表

示した時点より、効力を生じるものとする。 

  （センターからの通知） 

第４条 センターは、インターネット上の表示その他センターが適当と判断する方法により、登

録利用者及び一般利用者に対し随時必要な事項を通知する。 

２．前項の通知は、センターが当該通知の内容をインターネット上に表示した時点より効力を発

するものとする。 

 

第２章 登録利用者 

  （登録利用者） 

第５条 登録利用者とは、センターにＦＢＭＳへの登録を申し込み、センターがこれを承認しＦ

ＢＭＳに登録した者（個人事業者も含む。）をいう。 

２．この利用規約施行・適用日時点で、ＦＢＭＳに登録している者についても登録利用者とみな

す。 

３．登録利用者は、センターが登録を承認した時点で、この利用規約の内容を承諾しているもの

とみなす。 

４．登録利用者は、本規約に定める事項を遵守しなければならない。 

  （登録費用） 

第６条 登録利用者がＦＢＭＳを利用する費用は、当分の間無料とする。 

２．将来において有料化する場合には、事前に登録利用者に通知するとともに、登録利用者はこ

れを理由として登録の削除を申し出ることができるものとする。 

  （登録の承認） 

第７条 センターは、オンライン上もしくは様式１「フクオカビジネスマッチングサイト新規登

録申込書」による書面の申込み受け付け、必要な審査・手続等を経た後に登録を承認する。 

２．センターは、登録を承認したときは、登録利用者に対して、速やかにユーザＩＤ及びパスワ

ードを発行し、ＦＢＭＳに情報を登録しなければならない。 



  （登録の不承認） 

第８条 センターは、審査の結果、登録申込者が以下のいずれかに該当すると判断したときは、

当該登録申込者の登録を承認しない場合がある。 

(1) 登録申込者が実在しない、または実質的な活動を休止していること 

(2) 過去に利用規約の違反等で登録抹消の措置を受けたことがあること 

(3) 登録申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、または記入漏れがあったこと 

(4) センターの業務の遂行上または技術上支障があるとき、または支障の生じるおそれがあ

るとき 

(5) その他、ＦＢＭＳの信用を著しく損なう行為のあったとき、または損なうおそれのある

とき 

  （譲渡禁止等） 

第９条 登録利用者は、登録利用者として有する権利（ユーザＩＤ、パスワード等を含む。）を

第三者に譲渡、売買、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為をしてはならな

い。 

  （登録の削除） 

第１０条 登録利用者がＦＢＭＳから登録を削除したい場合は、様式２「フクオカビジネスマッ

チングサイト登録削除依頼」によりセンターに対し届けるものとする。 

２．センターは前項の届出を受理したときは、速やかにＦＢＭＳの情報を削除しなければならな

い。 

３．センターは、以下のいずれかに該当したときは、前項の届出があったものとして取り扱う。 

(1) 利用者を破産者とする破産の申立、利用者の倒産または廃業、民事再生法に基づく申立

等 

(2) 利用者の吸収合併または組織変更等による法人としての同一性の喪失、営業の全部譲渡 

(3) 利用者によるＦＢＭＳに対する破壊行為ないし妨害行為 

(4) 利用者によるＦＢＭＳを悪用ないし濫用した窃盗、詐欺、恐喝、横領、背任、贈収賄、

業務妨害、名誉毀損、侮辱、脅迫、公然わいせつ物陳列、電磁的記録の改竄・破壊、不正

アクセス等 

  （設備等） 

第１１条 登録利用者は、ＦＢＭＳを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、その他こ

れらに付随して必要となる全ての機器及び通信回線については、自己の費用と責任において

準備するものとする。 

第３章 一般利用者 

  （一般利用者） 

第１２条 一般利用者とは、インターネットを通じてＦＢＭＳを閲覧し、又は受発注情報等の掲

載をする者をいう。 

２．一般利用者は、ＦＢＭＳを閲覧し、又は受発注情報等の掲載をした時点で、この利用規約の

内容を承諾しているものとみなす。 

３．一般利用者は、本規約に定める事項を遵守しなければならない。 

 

第４章 登録利用者及び一般利用者の義務 

  （自己責任の原則） 

第１３条 登録利用者は、自己のユーザＩＤによりＦＢＭＳを利用してなされた一切の行為およ



びその結果について、当該行為を自己が行ったか否かを問わず、責任を負うものとする。 

２．登録利用者及び一般利用者は、ＦＢＭＳの利用に伴い、他者から問い合わせ、クレーム等が

通知された場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとする。 

３．登録利用者及び一般利用者は、他者の行為に対する要望、疑問もしくはクレームがある場合

は、当該他者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と

費用をもって処理、解決するものとする。 

４．登録利用者及び一般利用者は、ＦＢＭＳの利用によりセンターまたは他者に対して損害を与

えた場合（登録利用者が、この利用規約上の義務を履行しないことによりセンターまたは他

社が損害を被った場合を含む。）、自己の責任と費用をもって損害を賠償するものとする。 

  （ユーザＩＤ及びパスワードの管理責任） 

第１４条 登録利用者は、自己のユーザＩＤ及びパスワードならびに個人認証を条件としてＦＢ

ＭＳを利用する権利を、センターが別途定める場合を除き、他者に使用させず、他者と共有

あるいは他者に許諾しないとともに、自己のユーザＩＤ及びパスワードの使用および管理に

ついて一切の責任を持つものとする。 

２．センターは、登録利用者のユーザＩＤ及びパスワードが他者に使用されたことによって当該

利用者が被る被害については、当該利用者の故意または過失の有無にかかわらず、一切責任

を負わない。登録利用者は、パスワードを失念した場合は直ちにセンターに申し出、センタ

ーの指示に従うものとする。 

  （届出内容の変更） 

第１５条 登録利用者は、自己のデータを常に最新のものに更新するようにしなければならない。 

２．登録利用者は、前項の変更を、自己のユーザＩＤ及びパスワードを用いて、ＦＢＭＳの登録

者ページログイン画面から行うこととする。 

３．第１項の変更がなかったことで登録利用者及び一般利用者が不利益を被ったとしても、セン

ターは一切その責任を負わないものとする。 

  （私的利用の範囲外の利用禁止） 

第１６条 登録利用者及び一般利用者は、センターが承認した場合（当該情報に関して権利をも

つ第三者がいる場合には、センターを通じて当該第三者の承諾を取得することを含む。）を

除き、ＦＢＭＳを通じて入手したいかなるデータ、情報、文章、発言、ソフトウェア等（以

下、併せてデータ等）という。）も、著作権法で認められた私的利用の範囲を超える複製、

販売、出版のために利用してはならない。 

２．登録利用者及び一般利用者は、前項に違反する行為を第三者にさせてはならない。 

  （その他の禁止事項） 

第１７条 前条の他、登録利用者及び一般利用者はＦＢＭＳ上で以下の行為をしてはならない。 

(1) センターもしくは他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、または侵害す

るおそれのある行為 

(2) 他者の財産、プライバシーもしくは肖像権等を侵害する行為、または侵害するおそれの

ある行為 

(3) 他者を差別もしくは誹謗中傷し、または他者の名誉もしくは信用を毀損する行為 

(4) 詐欺等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれのある行為 

(5) わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待に相当する画像、文書等を送信または表示する行

為 

(6) ＦＢＭＳによりアクセス可能なセンターまたは他者の情報を改ざん、消去する行為 



(7) 他者になりすましてＦＢＭＳを利用する行為 

(8) 有害なコンピュータプログラム等を送信し、または他者が受信可能な状態におく行為 

(9) 選挙の事前運動、選挙運動またはこれらに類似する行為および公職選挙法に抵触する行

為 

(10)他者に対し、嫌悪感を抱かれるような広告・宣伝・勧誘等の電子メールを送信する行為、

もしくはそのおそれのある電子メールを送信する行為および連鎖的なメール転送を依頼す

る行為ならびに当該依頼に応じて転送する行為 

(11)他者の設備またはＦＢＭＳの運営用設備等に無権限でアクセスし、またはその利用もし

くは運営に支障を与える行為および支障を与えるおそれのある行為 

(12)本人またはセンターの同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により他者の企業情報を

収集する行為 

(13)法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続きが義務づけられている場合、

当該手続きを履行せず、その他当該法令に違反する行為、または違反するおそれのある行

為 

(14)上記各号の他、法令、この利用規約もしくは公序良俗に違反する行為およびＦＢＭＳの

運営を妨害する行為ならびにセンターの信用を毀損し、もしくはセンターの財産を侵害す

る行為または他者もしくはセンターに不利益を与える行為 

(15)上記各号のいずれかに該当する行為が見られるデータ等に対し、当該行為を助長する目

的でリンク等を設定する行為 

(16)その他、上記各項の行為に準ずる行為 

２．登録利用者及び一般利用者が本章に定める規定に反する行為をした場合、当該登録利用者及

び一般利用者は、関連する法律、規則、政令、条例等の法規に定めるところに従い、損害賠

償責任を負うことがあるほか、第５章に定める措置を受けることがある。 

 

第５章 運 営 

  （センターによる登録利用者の利用一時停止等） 

第１８条 センターは、以下のいずれかの場合、当該登録利用者の了承を得ることなく当該登録

利用者の利用を停止することがある。 

(1) 電話、ＦＡＸ、電子メール等による連絡がとれないとき 

(2) 登録利用者宛に発送した郵便物等がセンターに返送されたとき 

(3) 上記各号のほか、ＦＢＭＳの正常な運営のために必要であるとセンターが認めたとき 

２．登録利用者が第１７条第１項各号または本条第１項各号のいずれかに該当することで、セン

ターが損害を被った場合、センターは利用停止または登録抹消の措置の有無にかかわらず、

当該利用者に損害の賠償を請求できるものとする。 

３．センターが第１項の措置をとったことで、当該登録利用者がＦＢＭＳを利用できず、これに

より損害が発生したとしても、センターは一切の責任を負わない。 

  （登録の抹消） 

第１９条 登録利用者が次のいずれかに該当する場合、センターは当該利用者に事前に何ら通知

することなく、登録を抹消することがある。 

(1) 第８条各号のいずれかに該当することが判明したとき 

(2) 第１０条第３項各号のいずれかに該当する事実が判明したとき 

(3) センターから第２４条第１項第１号から第３号のいずれかの要求を受けたにもかかわら



ず、これに応じないとき 

(4) その他、センターが登録利用者として不適当と判断したとき 

２．センターが本条第１項の措置を講じた場合において、その措置によって登録利用者及び一般

利用者が何らかの損害を被ったとしても、センターは一切の責任を負わない。 

  （ＦＢＭＳの内容等の変更） 

第２０条 センターは、運営および保守管理、改善、改良などの必要があるときは、登録利用者

及び一般利用者に事前に通知することなく、ＦＢＭＳの内容・名称等を変更することがある。 

２．センターは、ＦＢＭＳの運営および保守管理等の必要上、登録利用者に事前に通知すること

なく、登録利用者がＦＢＭＳの提供用設備に登録したデータ等を削除することがある。 

３．前二項の変更等によって登録利用者及び一般利用者が何らかの損害を被ったとしても、セン

ターは一切の責任を負わない。 

  （ＦＢＭＳの一時的な停止） 

第２１条 センターは、以下のいずれかの事由が生じた場合、登録利用者及び一般利用者に事前

に通知することなく、一時的にＦＢＭＳを停止することがある。 

(1) ＦＢＭＳの提供用設備等の保守を定期的または緊急に行うとき 

(2) 火災、停電等によりＦＢＭＳを提供できなくったとき 

(3) 地震、噴火、洪水、津波等の天災によりＦＢＭＳを提供できなくなったとき 

(4) 戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等によりＦＢＭＳを提供できなくなったとき 

(5) その他、運用上または技術上、センターがＦＢＭＳの一時的な停止が必要と判断したと

き 

２．センターは、前項各号のいずれかまたはその他の事由により受発注情報等の提供の遅延また

は停止等が発生したとしても、これに起因して登録利用者、一般利用者又は他者が被った損

害について一切責任を負わないものとする。 

  （免責） 

第２２条 ＦＢＭＳの内容は、センターがその時点で提供可能なものとする。センターは、ＦＢ

ＭＳの提供用設備に登録され、あるいは提供されたデータや情報等について、その完全性、

正確性、適用性、有用性等に関し、いかなる責任も負わない。 

２．センターは、登録利用者がＦＢＭＳの提供用設備に蓄積した、または登録利用者が他者に蓄

積することを承認したデータ等の消失（第１９条に基づくセンターによる登録の抹消を含

む。）、他者による改ざんに関し、いかなる責任も負わない。 

３．第１８条及び前条ならびに前二項の他、センターはＦＢＭＳの利用により発生した登録利用

者及び一般利用者の損害（他者との間で生じたトラブルに起因する損害を含む。）、及びＦ

ＢＭＳを利用できなかったことにより発生した登録利用者、一般利用者又は他者の損害に対

し、いかなる責任も負わない。 

  （ＦＢＭＳの中止・廃止） 

第２３条 センターは、インターネット上で事前に通知をした上で、ＦＢＭＳの全部または一部

の提供を中止または廃止することがある。この場合において、ＦＢＭＳの中止または廃止の

事前通知は、インターネット上に表示された時点で全登録利用者及び一般利用者に到達した

ものとみなす。 

２．センターは、前項の手続をとることで、中止または廃止により登録利用者及び一般利用者に

損害が発生したとしても一切の責任を負わない。 

  （利用規約違反等への対処） 



第２４条 センターは、登録利用者及び一般利用者が利用規約に違反した場合または登録利用者

及び一般利用者によるＦＢＭＳの利用に関し他者からセンターにクレーム・請求等がなされ、

かつセンターが必要と認めた場合、またはその他の理由でＦＢＭＳの運営上不適当とセンタ

ーが判断した場合、当該登録利用者及び一般利用者に対し、次のいずれかまたはこれらを組

み合わせて処置を講ずることがある。 

(1) 利用規約に違反する行為を止めること、および同様の行為を繰り返さないことを要求す

る。 

(2) 他者との間で、クレーム等の解消のための協議を行うことを要求する。 

(3) 利用者が発信又は表示する情報を削除することを要求する。 

(4) 事前に通知することなく、登録利用者及び一般利用者が発信または表示する情報の全部

もしくは一部を削除し、又は他者が閲覧できない状態とする。 

(5) 事前に通知した上で、利用を一時停止し、又は登録を抹消する（但し、センターが緊急

を要すると判断したときは、事後に通知するものとする。）。 

２．前項の規定は第１３条に定める利用者の自己責任の原則を否定するものではない。 

３．センターが第１項各号に定める措置を講じたことにより、登録利用者及び一般利用者が不利

益を被ったとしても、センターは一切その責任を負わないものとする。 

  （他システム利用） 

第２５条 登録利用者及び一般利用者は、ＦＢＭＳを経由して、センター以外の第三者のコンピ

ュータやネットワーク（以下「他システム」という。）を利用する場合において、その管理

者等から当該他システムの利用に係わる条件や注意事項等が表示されているときは、これを

遵守しその指示に従うとともに、他システムを利用して第１７条第１項各号に該当する行為

をしてはならない。 

２．センターは、ＦＢＭＳ経由による他システムの利用に関し、一切の責任を負わない。 

３．ＦＢＭＳ経由による他システムの利用においても、第１３条（自己責任の原則）が適用され

るものとする。 

 

第６章    企業情報・通信の秘密 

  （企業情報） 

第２６条 センターは、登録利用者の企業情報について、ＦＢＭＳでの提供以外の目的で利用し

ないものとする。但し、以下の場合はこの限りではない。 

(1) 登録利用者に対し、センターまたは関係機関等の業務に活用するための電子メール等を

送付する場合 

(2) 登録利用者から企業情報の利用に関する同意を求めるための電子メールを送付する場合 

(3) ＦＢＭＳの業務の遂行および運営のために合理的に必要な事情があり、登録利用者の企

業情報を利用する以外に他に適切な方法がない場合 

(4) その他、登録利用者の同意を得た場合 

２．刑事訴訟法第２１８条の定めに基づく強制処分が行われた場合、センターは当該処分の定め

る範囲で前項の義務を負わないものとする。 

３．センターは、登録利用者の企業属性等の集計・分析を行うとともに、統計資料等を作成し、

業務遂行等のために利用または処理することがあり、また、統計資料等を関係機関等に提供

することがある。この場合、センターは前項の義務を免れるものとする。 

  （通信の秘密） 



第２７条 センターは、電気通信事業法第４条に基づき、登録利用者及び一般利用者の通信の秘

密を守るものとする。 

２．刑事訴訟法第２１８条の定めに基づく強制処分が行われた場合、センターは、当該処分の定

める範囲で前項の義務を負わないものとする。 

３．センターは、登録利用者及び一般利用者のＦＢＭＳの利用記録の集計・分析を行い、統計資

料等を作成し、業務遂行等のために利用または処理することがあり、また、統計資料等を関

係機関等に提供することがある。 

 

第７章    その他 

  （協議解決） 

第２８条 本規約に記載の無い事項、および本規約の解釈につき疑義を生じた事項については、

その都度当事者間において誠意を持って協議の上解決する。 

  （著作権） 

第２９条 ＦＢＭＳデータベースの著作権は、すべてセンターに帰属するものとする。 

  （管轄裁判所） 

第３０条 利用者とセンターの間で訴訟の必要が生じた場合、センターの事務所の所在地を管轄

する裁判所を第一審の裁判所とする。 

  （準拠法） 

第３１条 この利用規約に関する準拠法は、日本国法とする。 

  （その他） 

第３２条 この利用規約に定めのない事項はセンターが別途定めることとする。 

 

  附  則 

この利用規約は、2007年11月１日から施行・適用する。 




